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安 全 運 転 管 理 者 制 度 と は

事業者が主体的に交通安全の確保を図るための制度で、自動車の使用者（事業主など）
は、台数に応じて必要な安全運転管理者等を選任し、１５日以内に届出しなければなら
ない義務があります。（道路交通法第７４条の３第１項、第５項）

安 全 運 転 管 理 者 の 業 務

安 全 運 転 管 理 者 等 講 習

安全運転管理者は、事業所の運転者に対し、安全運転に必要な次の業務を行わなければ
なりません。また使用者（事業主など）は、安全運転管理者に、必要な権限を与えなけ
ればなりません。

使用者（事業主など）は、安全運転管理者等に、法定講習（6時間）を毎年受講させる
義務があります。（道路交通法第７４条の３第８項）
※講習は「公安委員会に届出をしている安全運転管理者」のみが受講できるものです。
届出警察署が指定する講習日の約1か月前に講習通知書が送付されます。指定講習日に
受講できない場合は、届出警察署交通課交通総務係へご相談ください。
講習手数料は、講習通知書とともに送付される納付用紙で、あらかじめ指定金融機関で
の払い込みが必要です。

○ 運転者の適性などの把握 ○ 運行計画の作成 ○ 交替運転者の配置
○ 異常気象時の措置 ○ 点呼と日常点検 ○ 運転前後の酒気帯びの有無の確認
○ 酒気帯びの有無の確認内容の記録と記録の保存（１年間）
○ 運転日誌の備え付け ○ 安全運転指導

安全運転管理者制度についてご存じですか

■ 届出･問合せ先
事業所の所在地を管轄する警察署の交通課
または大阪府警察本部交通総務課（06-6943-1234）
平日（休日を除く月曜日から金曜日まで）の午前9時から午後5時45分まで

安全運転管理者の選任数 副安全運転管理者の選任数

自動車の使用台数

乗車定員11人以上の
自動車の場合は1台

その他の自動車に場合は5台
※大型自動二輪車、普通自動二輪

車はそれぞれ0.5台計算

1人

20台以上40台未満 1人以上

40台以上60台未満 2人以上

60台以上80台未満 3人以上

80台以上100台未満 4人以上

以降、20台毎に1人を加算する

同じ法人であっても、部署の所在地ごとに、別の事業所として選任･届出が必要です。
また、同じ所在地にある部署であっても、使用者（事業主など）ごとに、別の事業所
として選任･届出が必要です。

安全運転管理者等を選任しなかった場合、選任義務違反として罰則（５０万円以下
の罰金）があり、法人等に対しても罰則（５０万円以下の罰金）があります。

大阪府警察本部交通総務課
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大阪の空き家
コールセンター

運営：大阪府不動産コンサルティング協会　　連携：大阪の住まい活性化フォーラム（事務局 大阪府居住企画課）

空き家のワンストップ電話相談窓口です。
大阪府にある空き家のお悩みや疑問を、お気軽にご相談ください。

http://akiya.osaka.jp/

大阪府不動産コンサルティング協会の
空き家問題対策総合サイト

平日10:00-16:00 時 間

相談の仕組み ご相談の内容をお聞きし、
空き家相談担当者から
折り返しご連絡させていただきます。

令和3年度国土交通省補助事業「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」

詳しくはHPをご覧ください URL  http://oreca.jp

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-4-11 エンパイヤビル3階
TEL:06-6261-3340　FAX:050-3737-8899

実家を賃貸・売却する
方法を知りたい。

相続対策、
何から手をつけたら

いいのか・・・

DIY賃貸ができる
賃貸物件を
探している。

住み替えをしたい。
自宅を売ろうか貸そうか。

06-6210-9814

空き家の管理方法が
わからない。

例えば

相談
無料

詳細はHPを
ご覧ください
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